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分析派マルクス主義の批判的検討

分析派マルクス主義の批判的検討

一宇野原理論の社会哲学的再構成に向けて一

主目 木 孝 平

はじめに

　20世紀末のソビエト・東欧圏の瓦解とともに

マルクス主義の権威が地に堕ちて久しい。

　いまではすでに、ロシア・マルクス主義のみ

ならず西欧マルクス主義やさらには社会民主主

義左派までもが、その理論的影響力を完全に消

失せしめたといってよいだろう。そうしたなか

で、わずかに分析派マルクス主義
（Analytica1　Marxism）と呼ばれる学派だけが、

おそらくは最後のマルクス主義研究グループと

して世界的に一定の注目を集めている。この学

派は、1970年代の末頃から英米の若い世代のマ

ルクス主義者によって形成された新しいマルク

ス主義の理論グループであるといわれる。それ

は、統一された理論体系をもつ単一の学派とい

うよりはむしろ、旧来のマルクス主義のもつあ

らゆる先入見とドグマを厳しく斥け、分析哲

学・数学・新古典派経済学など最新のトゥール

を積極的に導入し、はたまたりベラリズムの社

会思想と真正面から向き合い、それらの内在的

な批判と継承をつうじてマルクス主義の再構成

と現代的活性化を企てる点に共通の大きな特徴

があるとされる。

　本稿では、こうした分析派マルクス主義の研

究動向をサーヴェイし、若干の批判的検討を加

えることによって、この学派が本当に“最後の

マルクス主義”の名に値するグループであるの

か、それがマルクス主義の知的パラダイムを現

代的に刷新しその21世紀的なルネッサンスに寄

与しうるものであるのか、を問うてみたい。く

わえて、この学派と我が国の宇野学派との類似

性と差異性をも明らかにし、マルクス理論の今

後の展開の方向性を示したいと思う。

1．方法論的個人主義によるマルクス主義

（1）コーエンによる唯物史観の精密化

　分析派マルクス主義は、一般にコーエン

（Cohen，　G．A．，）の『カール・マルクスの歴

史理論』によって世に誕生したとされる。した

がってまずは、この学派の形成者といわれる

コーエンの方法論を検討することから始めなけ

ればならない。

　コー一一一一・エンは、これまでのすべてのマルクス主

義はヘーゲル主義という曖昧で不明晰かつ非論

理的な悪しき伝統を科学の名のもとに受容して

きたとしてこれを拒絶し、現代の欧米の主流派

社会科学とも言語的対話が可能な、誰にでも理

解しうる理論に脱皮すべきことを提唱する。彼

は、こうした視点から、なにより唯物史観の脱

イデオロギー化と論理的厳密化を企てようとす

る。

　たとえばこれまでの唯物史観では、　「生産力
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の発展水準が生産諸関係を規定する」あるいは

「社会の経済的土台が法的・政治的イデオロ

ギーを規定する」というテーゼを自明の前提と

して歴史社会の説明がなされてきた。コーエン

によれば、これは1鳥は中空の骨をもっている。

なぜなら中空の骨は鳥の飛行を容易にするから

である」というのと同種の、ある事物の性質を

それが効果をもつ一つの事実によって説明する

「機能的説明（functional　explain）」にとど

まっているという。コーエンは機能的説明が間

違いだと言いたいのではない。そこでは、他の

説明可能な要因がいまだ検証に付されないまま

残されているというのである。すなわち唯物史

観は、生産諸関係が生産力に与える効果によっ

て特定の生産関係の存在ないし効果を説明し、

社会のイデオロギー一一一が経済構造に与える効果に

よってイデオロギーの存在・出現を説明しえた

と過信する不十分な「説明」でしかない。この

テーゼを完全に証明しようとすれば、生産力の

発展水準がなぜ生産関係を規定し、経済的土台

がどのようにして法的・政治的イデオロX‘　一一を

規定するかを明らかにしなければならない。そ

うした説明をしないこれまでのマルクス主義に

は、知的探求の厳密性を要求する論理実証主義

的な分析性が欠けていた1）というのである。

　こうしたコーエンの企ては、マルクス主義に

おける階級概念の「機能的説明」を補強して、

唯物史観を現実の階級構成にかんする実証分析

に耐えうるものに鍛え上げようという、たとえ

ばライト（Wright，　E．0．，）の試みにつながっ

ている。ライトは、旧来の唯物史観における生

産手段の所有（物的資産）を基準とした資本家

と賃労働者の経済的階級区分の曖昧さを指摘し、

これに技能資産と地位資産によって構成される

政治的・イデオロギー的側面を加えて再構成し、

現代アメリカの監督・技術者など「新しいプ

チ・ブルジョア層」の形成を説明可能なものに

しようとした2）。それは唯物史観をたんなる

ドグマにとどめることなく、これを、具体的な

階級構造と階級意識の形成過程や国際比較にか

んする経験的説明方法につなぐ道を拓いたとさ

れる。

　すなわちコーエンやこれを継承するライトの

研究は、これまでの唯物史観につきまとう弁証

法に特有の論理先取り的で両義性をもった議論

や、伝統的形而上学ゆずりの実証不可能で無意

味なテーゼをことごとく退け、ラッセル（Rus－

se11，　B．，）やウィットゲンシュタイン（Wit－

tgenstein，　L．，）に代表される科学言語の論理

分析の手法によってその徹底的な再編を図るも

のであった。それゆえこの学派の第一の功績は、

まずなによりも、従来のマルクス主義のもつ閉

鎖的で教義問答的な体質を批判し克服して、こ

れをあらゆる人に理解できる明晰なロジックに

再構成しようとした点にあったといってよいだ

ろう。

　もちろん我が国の宇野理論を含めてこれまで

のマルクス主義も、　「何人にも承認せざるをえ

ない科学的な理論」であることをいちおうは標

榜してきたと言えるかもしれない。だが、その

論理の質は、たとえば経済的社会構成の再生産

や平均利潤率の形成のような循環論的ロジック

と、生産関係の変動や貨幣の資本への転化と

いった移行論的ロジックとが、その場に応じて

（1）　Cohen；1978．　Roemer，　ed．；1986，　pp．11m22，221－234．

　この検討として、高増；1996年、47－64頁。高増・松

井編；1999年、第3章（高増執筆）が参考になる。

（2）Wright；1978．（邦訳；1986年。）この検討として、

高増・松井編；1999年、第5章（橋本健二執筆）を参
照。
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都合よく使い分けられるレヴェルにとどまって

いたといえる。そこには形式論理と弁証法的論

理とが未分離のまま混在し、体系それ自体を推

論の形式として検証することはほとんど試みら

れていない。この点において、コーエンらの試

みは、マルクスの学説から弁証法的論理を排除

して、体系そのものを分析哲学的な論理実証主

義によって徹底的に洗い直そうとしたものとし

てひとまずは評価することができよう。

　もっとも、形式論理学的にいえば、唯物史観

のような一般的命題から経済学の個別的言明へ

の特殊化は認められるにしても、逆に個別的言

明の精緻化によって一般的命題を証明すること

はそもそも不可能な企てである。したがって

コーエンの著作においては、唯物史観をいわゆ

るイデオロギー的仮説としてひとまずカッコに

入れ、これを具体的な資本主義の論理学として

の経済学の展開によって再検証するという方法

が採用されることはありえない。それゆえコー

エンらは、経験を通じた確認による意味の検証

方法によって唯物史観のテーゼそのものに対す

る他のさまざまな機能的説明の可能性を検討す

ることになるが、この方法によってもなお、唯

物史観が事実にかんする科学的に「真なる言

明」であることを最終的に証明することはでき

なかったといえる。

　すでに四目の科学哲学の常識では、自然科学

を範とした仮説一検証という帰納的推論の形式

によっては一般命題の完全な証明は不可能であ

ることが明らかにされている。それは、ポパー

（Popper，　K．　R．，）が試みたように反証可能性

のテストにもとづいて演繹形式による論理的一

貫化の体系として構成されるほかないのである

が、コーエンらにおいてはそうした科学哲学的

な徹底はいまだ不十分なものにとどまっている

ように思われる。

　けっきょくコーエンらは、　「生産諸等」　「生

産関係」　「経済的土台」　「上部構造」あるいは

「生産手段」　「労働力」といった唯物史観の一

般的概念をそのまま分析命題として設定し、そ

の要素命題としての言語的意味の一義的明晰性

と論理的関連の厳密性だけをひたすら追求して

いくレヴェルにふみとどまっている。いいかえ

れば、その方法はなお、唯物史観の抽象的な歴

史発展と社会進化の公式をそのまま前提にした

うえで、その公理的枠組みの「機能的説明」を

言語哲学的に“精密化”しょうと試みているに

すぎないといえる。

　こうした機能的説明の精密化をもって科学と

非科学の境界区分の基準とみなす思考法が、は

たして“論理実証的”方法といえるかどうかは

大いに疑問のあるところであろう。しかしなが

らともかく、このようにして機能的に精緻化さ

れた唯物史観を具体的に資本主義論の原理的構

成に「適用」するとなると、いったいどのよう

なものになるのであろうか。

　次に分析派マルクス主義における資本主義論

を検討してみなければならない。

（2）ローマーの合理的選択理論

　さて、こうした視点から、マルクスの資本主

義分析の経済理論に旧来のマルクス主義によっ

て無視されてきたミクロ的基礎づけを与えよう

としたのが、ローマー（Roemer，　J．E．，）で

あった。それは、マルクス経済学のなかに、弁

証法論理に代えて形式論理的・数学的解析の手

法を意欲的に導入し、マルクスの搾取論を経済

主体の最適行動にもとつく一般均衡モデルとし

て解明しようとするものということができる。

　ローマーはまず、社会においてあらゆる経済
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主体が利用しうる生産技術は同一で、ただ財の

初期保有量だけが異なることによって財市場と

労働市場が存在するものと想定する。そしてそ

こでは、人間はすべて利潤と賃金の総計である

所得を最大化するように行動するものとみなさ

れる。このモデルによってロ・・一マー・・Lは、財市場

と労働市場が均衡するように価格と賃金率が決

定されるとすれば、初期保有資産額が大きい経

済主体が他人を雇用する階級となり、この資産

額が小さくなるにつれて経済主体は、まず自ら

の資産で働いて生産する階級、そして資産をわ

ずかに持つが労働力を売る階級、さらに資産を

まったく持たないため労働力を売る以外に生活

の糧がない階級とならざるをえないことを証明

する。

　ローマーによれば、このうち他人を雇用する

階級は、その所得によっていかなる財を購入す

るにしてもその財の生産に投じられた労働時間

は自分自身の労働時間より大きいという意味に

おいて搾取しており、逆に労働力を売る階級は、

所得でどんな財を購入してもその財の生産に投

じられた労働時間が自分の労働時間よりも小さ

いという意味で搾取されていることを証明する

ことができるという。すなわち、すべでの資本

主義社会のメンバーが不平等な資産制約のもと

で競争的に最適化行動を選択すると仮定すれば、

資産の所有状況に応じた均衡状態のもとで、必

ず労働を雇用する人々は搾取階級となり、雇用

される人々は搾取される階級となる。たとえ労

働資源が初期に平等な条件で分配されていても、

資産所有の不均等な配分が、非所有者の労働の

雇用によって労働制約を超えることを可能にす

る3）というのである。

　こうしてローマーは、搾取は「強制や隔着に

よるものではなく、所与の資産制約のもとで最

適化する個人の競争行動の結果」であると結論

づけることになる。いいかえれば、マルクス主

義における「生産手段の所有が生産関係を規定

する」というテーゼを均衡モデル化して証明し

ようとしたものが、ローマーのいわゆる「階級

一搾取の対応原理（Class　Exploitation　Cor－

respondence　principle）」であったといえる

であろう。

　こうしたローマーの原理は、結論だけを取り

出せば以上のようにきわめて常識的で単純なも

のである。だが、これを数理的モデルを使用し

て証明しようとした点において、それはまさに

マルクス主義の機能的説明を精緻化するもので

あったとされるのである。

　この背景には、線形数学を使用して固定投入

係数の生産函数を仮設したスラッファー＝レオ

ンチェフの経済モデルの確立が大きく影響して

いるといわれる。一般にスティードマン（Steed－

man，1．，）に代表されるスラッフィアン体系に

おいては、諸商品の価格はシステムが自らを維

持し再生産を保証するための整合的交換比率と

され、これによって、労働価値を前提としない

で生産価格と物的数量の均衡を説くことが可能

となったとされている。それはまた、置塩信雄

や森嶋通夫によるいわゆる「マルクスの基本定

理」の証明とともに、これまで難問とされてき

た労働価値による利潤率と生産価格で評価され

る利潤率との不一致問題に対するひとつの解決

の方向を示し、下形論や利潤率の傾向的低落論

の誤りに終止符をうって、こんにちネオ・リ

カーディアン体系と呼ばれるところの「労働価

値説ぬきのマルクス経済学」の完成に貢献した。

（3）Roemer；1982．　R　oemer，　ed，；1986，　pp．191－201．こ

の検討として三面；1985年、121－140頁。有賀；1986年

　を参照。
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ローマーの主張は、労働価値説の放棄という点

ではひとまずこれらと共通するようにみえる。

　だが、スラッフィアンらが人間を捨象した

ホーリックな自己調整的システムを前提とする

のに対し、逆に、分析派マルクス主義者である

ローマーは、方法論的個人主義（methodological

individualism）を積極的に採用してアトムとし

ての人間の合理的選択行為を経済学のなかに登

場させて、マルクスの搾取理論に新古典派ミク

ロ理論的な根拠づけを与えることを目指す点に

おいて決定的に異質である4）。

　そこでは、スラッフィアンによる人間主体の

捨象と反対に、能動的に選択を行う合理的人間

の役割が重視され、おのおのの主体が自らの利

益の最大化と目的の最適化行動をとることに

よって「パレート最適」にもとつく均衡化は達

成され、搾取階級と被搾取階級への分化が実現

するとされる。すなわち、新古典派ミクロ経済

学における最適行動選択の分析がそのままマル

クスの階級理論・搾取理論の基礎づけに有効で

あること、換言すれば新古典派経済学とマルク

ス経済学との方法論的結合が’可能であることを

証明しようとした点に、分析派マルクス主義者

としてのローマーの面目があったといってよい

だろう。．

　しかしいっけん明晰にみえるこの方法も、こ

れをマルクスの方法に即した具体的社会理論と

して検討してみると、根本的な疑問点を孕んで

いると言わざるをえない。

　まず第一の疑問点は、コーエンやU・一一マーの

説く論理実証主義があくまで近代主義的な経済

合理性を前提としたものであることである。こ

（4）S　laffa＝SteedmanとRoemerの差異をふまえた分

析派マルクス主義の方法論的検討として、石塚；1989

年、1－22頁がある、

の意味で、旧来のマルクス主義と共通する経済

決定論または技術決定論をどれほど免れている

といえるだろうか。しかも旧来のマルクス主義

においては、社会構造の最：終審級の決定要因で

ある経済的土台とは、あくまで人間と自然環境

とのあいだの相互的な物質代謝としての広義の

「実在的意味の経済」であった。これに対し分

析派マルクス主義における経済合理性とは、特

定目的のために稀少資源を効率的・最適的に配

分する手段としての節約原理、すなわちポラソ

ニー（Polanyi，　K．，）のいう「形式的意味の

経済（fomal　economy）5）」にすぎない。ロー

マーらの社会モデルが高度の数式的手法によっ

て厳密な形式論理体系への一元的整序を可能に

しているのは、まさにそれが新古典派と同様の

市場経済的合理性を絶対的な公準として自明視

したモデルであるからにほかならないだろう。

その論理実証主義的な社会分析とは、利益適合

的な計算可能性を前提とする論理分析の別名に

すぎない。この点において、旧来のマルクス主

義よりも疑問は深いともいえる。

　もっとも、四阿マーは人間の行動選択の要素

を重視する方法論的個人主義を導入することに

よって、いわゆる経済決定論を克服しているの

ではないかという反論があるかもしれない。な

るほどたしかにそれは、主観的選好による行為

決定や他者に対する戦略的対応の可能性を論理

体系のなかにいちおうは採り入れているように

みえる。

　しかし第二の疑問点はまさにこの人間観にこ

そある。その前提とする「人間」なるものは、

あらかじめ自己の追求する結果が最適になるよ

うに行動し、仮に他者と利害の衝突があったと

（5）Polanyi；1977．（邦訳、1980年。）

　2章を参照。

とくにその第1部

一27一



経済学研究　第68巻第2・3号

しても自己の利益を優先して利己的に行動する、

いわゆるホモ・エコノミクスとしての人間でし

かない点である。たしかにマルクス自身も『資

本論』をはじめ多くのテキストにおいて、これ

と同様の人間観を野営してはいる。しかしマル

クスの理論体系においてこうした人間像は、あ

くまで資本主義市場経済によって構造的に制約

された存在被拘束的な「人間」であり、資本主

義がつくりだす特殊なイデオロギーとしての

「主体」でしかないことに留意すべきであろう。

それは、主体の欲望や選好を前提とするのでな

く、逆にこれを構造的にこれから説明する理論

としてあったはずである。

　周知のようにマルクスは当初、あらゆる人間

に内属的な「労働」や「生産一般」というカテ

ゴリーからスタートして経済学体系を構築しよ

うとした6）。だが、やがてこれを断念して、

『資本論』体系を「商品」という資本主義に固

有の特殊な社会関係から説き起こした。これに

よって初めてマルクスの経済理論はたんなる経

済学でなく、語の厳密な意味での“経済学批判

体系”となることができた。すなわちそれは、

あくまで商品経済の特異性・特殊歴史1生を特徴

づける体系としてある。そこでは人間は「経済

的諸関係の人格化」として扱われるが、それは、

このテキストが経済的合理的行動の記述を目的

としているからではなく、反対にその批判を課

題としているからである。分析派マルクス主義

は、人間の合理的選択行動を社会システムの分

析の「ミクロ的基礎」とすることによって、マ

ルクス理論に特徴的な人間に対する構造制約性

（6）佐藤；1992年、191－220頁によれば、マルクスは

　『経済学批判要綱』の執筆過程において「生産一

般」から「商品」へと少なくとも五度にわたる出発

点の変更を行う動揺を示し、最終的に『資本論』の

　「商品！に帰着したといわれる。

と歴史規定性を消去してしまい、反対に経済主

義的な人間観を固定的かつ平板に理解するもの

となってしまっていると言わざるをえない。

　こうした迂回マーによる合理的選択論的マル

クス主義は、その後「；機能的説明」にかわる代

替理論としてゲーム理論が導入されることに

よって、ますます市場適合的にソフィスティ

ケートされたものになっていかざるをえないの

である。

（3）エルスターによるゲーム理論の導入

　人間の行動は、必ずしもローマーのいうよう

な個人の主観的な最適性の選択意思にのみ起因

するものではない。それは同時に、相手方の選

択的ないし応答的行動にも依存し、それによっ

て主体の行動も可変的であるといえる。分析派

マルクス主義では、こうしたゲーム理論の方法

を取り入れることによって、一定の範囲内で戦

略的に対応する諸個人間の相互行為を視野に入

れることが可能となり、ローマーの合理的選択

理論のいっそうの“精緻化”がはかられること

になる。

　この例として、たとえばエルスタ・一・一・（E1－

ster，　J．，）の社会理論があげられよう。エル

スタV一一一・“はゲーム理論を用いて、労働者における

労働組合をつうじた階級意識の形成過程を説明

しようと試みている。彼はまず、状況を単純化

して「私」と「私以外のすべての人」という二

人のプレイヤーによるゲームを想定する。そこ

では両者がそれぞれ、組合活動に参加して闘争

を行う「連帯戦略」と、闘争に加わらず獲得さ

れた利益だけを得ようとする「エゴイスト戦

略」を採るケースが考えられる。エルスターは

これらを順次に組み合わせることによって、労

働者の可能な行動の選択パターンを考察してい
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く。

　問題は、利己的で合理的な個人の行為の集合

として階級形成を説明しようとすれば、　「私」

も「私以外のすべての人」も支配的戦略

（dominant　strategy）として、ほかの労働者

の闘争行動に期待して利益の分け前の獲得だけ

を目論む「エゴイスト戦略」を選択する場合が

ありうることである。両方のプレイヤーが合理

的に行動した結果、けっきょくどちらにも不利

な状況が生じてしまう「囚人のジレンマ」と呼

ばれる問題である。

　エルスターは、・これを解決する二つの可能性

を説いている。一つは、労働者相互の情報交換

と働きかけによって選択の変化が生じる場合で

あり、支配戦略ではないが両者ともに「連帯戦

略」もしくは「エゴイスト戦略」を選択する

ケースの二つのナッシュ均衡が成立する可能性

である。これは、相手方の選択の確実性を前提

として自己の行動をこれに同一化しようとする

「保証ゲーム（assUrance　game）」と呼ばれる。

もう一つの可能性は、こうした状況がたえず繰

り返される場合を想定する二人のジレンマの

無限反復ゲーム」である。そこでは、よく知ら

れているように「フォニクの定理」が成立する。

すなわち、各人は将来の利得の割引率を見越し

て、個々が得られるミニマックスな利得を超え．

るどんな利益をもナッシュ均衡とする割引率を

認める。したがってそれにより、両者とも’「連

帯戦略」を選択する協力解が得られる可能性が

生じることになるとされるのである7）。もっ

ともここには、その他のさまざまの解法も同時

に存在しうるのであり、必ずしも「連帯戦略」

（7）　Elster；1982，　pp．453’482．　Roemer，　ed．；1986，

pp．202－220．なお、この検討として高増；1996年、47－

64頁を参照。

が選ばれる法則的必然性があるわけではない。

　こうしてエルスターは、労働組合を介した階

級形成の根拠を、ローザ・ルクセンブルク流の

労働者の自然発生的運動論やルカーチ流の疎外

＝物象化の克服による階級意識の自己形成論、

いわんやレーニン式の外部注入論といった「粗

雑な機能的説明」による必然性としてではなく、

人間の合理的選択行動のみにもとづいて、一定

の蓋然性ないし確率的可能性として証明しよう

とした。それは、たしかに個人の最適化行動を

単位とし、その集合として社会集団の形成を説

く方法論的個人主義によって、マルクス主義を

換骨奪胎したひとつの完成形態であると言える

かもしれない。

　しかしここで注意すべきは、この理論はあく

まで、自己利益を追求する個人の行動の繰り返

しが、しっぺ返し戦略によるナッシュ均衡とし

て結果的に協力解を得る可能性がありうること

を説くものにすぎない点であろう。一般に誤解

されている点であるが、それは決して、資本主

義市場経済のもとで対立し競争している諸個人

が資本主義を否定し協力的な共同体をつくる根

拠を説いたものではない。すなわちその「階級

形成」論は、どこまでも利己的な行動原理を維

持し自己利益を最大化するという目的を実現す

るための個人の対他戦略であり手段であり道具

であり、決してそれ以上のものではありえない。

　そこには、じつは市場経済関係の所産にすぎ

ない自由な個人を要素的自存的に実体化し、今

度は逆に、この個人の目的と行動を単位として

これによって市場経済システムを構…成していこ

うとする本末転倒ないしは同義反復がみられる。

それが、社会構成体や階級を実体視したロシ

ア・マルクス主義の社会実在論に対するアンチ

テーゼとしてなにほどかの意義はもつにしても、

一29一



経済学研究　第68巻第2・3号

これをそのまま裏返しにした誤りであることは

避けられないところであろう。それは、コミュ

ニタリアニズムが批判するリベラリズムの「負

荷なき自我」という超越論的主体概念にあい通

じる難点を共有している。すなわち分析派マル

クス主義の社会理論は、古典派経済学やマルク

スのテキストにみられた自己所有権論や労働所

有論という形而上学的で超越論的な主体概念を、

よりルーズで柔軟な利己的主体概念に改変し、

そこからスタートする現代的に再構成されたリ

ベラリズムにとどまるものと結論できよう。

　その社会モデルがなお、独立した個人の自由

意思による社会編成という自然法的な社会契約

説と同じパラダイムにとどまらざるをえないゆ

えんである。

2．倫理的個人主義によるマルクス主義

（1）自由主義的な社会主義論

　さて、分析派マルクス主義のさらに大きな特

色は、こうしたミクロ的・個人主義的視点が、

たんに方法論レヴェルにとどまらず、同時にそ

のままあるべき価値理念としての社会主義理論

にまで投影されている点であろう。

　ここにもうひとつの大きな疑問点がある。い

うまでもなく、資本主義において人間が個人主

義的であること（Sein）と、そうあるべきであ

ること（Sollen）とは同じではない。ましてや、

なんらかの未来社会モデルにおいても人間が個

人主義的に振る舞うべきと考えることは、まっ

たく別の事柄である。分析派マルクス主義は、

この次元の相違をたんに混同するのではなく、

意図的に無視していると言わざるをえない。す

なわち方法論的個人主義における合理的選択主

体の絶対化・超歴史化が、たんに分析モデルの

みならず、あるべき倫理的モデルにおいても、

利己的で合理的な個人を前提として要請してし

まうことになるのである。したがってその社会

主義モデルは、いわば倫理的個人主義

（ethical　individualism）とでもいうべきス

タンスから提起されざるをえないことになる。

　旧来のマルクス主義では、分析の対象がもっ

ぱら資本主義の客観的・法則的な運動性に絞ら

れ、社会主義の根拠は、その両極的な階級分解

や労働者の窮乏化または利潤率の傾向的低落と

いったシステムに内在的な矛盾によって自動

的・必然的に形成されるものとされてきた。そ

れゆえ正義や規範のあり方は、この生産関係の

変革に対応して急激または徐々にいわば“弁証

法的に”変化する上部構造にすぎないものとみ

なされ、社会主義における倫理や価値理念の問

題が正面から考察されることはほとんどなかっ

た。むしろこれをそれ自体として独立に検討す

ることは、ブルジョア・イデオロギーに足をす

くわれた誤謬として意図的に軽視ないし否定さ

れてきたといってよいだろう。

　これに対し、弁証法的ロジックをマルクス主

義の悪しき伝統として拒否する分析派マルクス

主義においては、すでに社会主義の根拠を生産

力の発展や生産関係の変化による「機能的説

明」のみで済ますことはできない。少なくとも

社会主義は法則的必然性ではなくなり、あくま

で資本主義社会における個人の倫理的選好の結

果として考察されるしかない。ローマーによれ

ば、社会主義というテーマは「共同社会の感情

を必要条件とせず、ただ資本主義の多くの病弊

を速やかに治癒する8）」ことをめざす正義論

の課題である。いいかえれば分析派マルクス主

（8）Roembr；1994．　P．111．（邦訳；1997年、140頁。）
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義における社会主義とは、市場経済のなかで人

間が自由に自己利益を追求する過程で発生する

諸個人の利害や権利の衝突ないしコンフリクト

をいかに回避し調整して、どのように個人の権

利を保障し平和的に共存できるようにするのか

という、倫理的個人主義の問題そのものなので

ある。

　こうしてこの学派は、少なくとも短期的展望

においては、資本主義分析モデルと同じ利己

的・合理的個人主義という前提から出発し、合

理的選択理論やゲーム理論を駆使して社会主義

の社会モデルを構想せざるをえない。それは別

言で検討した9）マルクスのテキストに含まれ

るりベラリズムの側面をいっそう徹底し純化し

たものといってよいだろう。

　こうした自由主義的社会主義論の一つの典型

が、たとえばテーラー（Taylor，　M．，）による

共同体的アナーキズム論である。テーラーは、

まず古典的自然法思想にならって自立的個人か

らなる原初的な自然状態という仮定をおき、そ

こからどのようにして国家権力を必要としない

自由な社会秩序を形成できるかというプロセス

を、主にゲーム理論を駆使して考察することに

なる。すなわち、自己利益を追求する個人が

「囚人のジレンマ・ゲーム」を繰り返す過程で

自発的な協力行動を学習する可能性があること

を説いて、現代において国家の存在しないア

ナv・・一一キーな社会秩序をめざすためには、市場経

済のなかに国家に代わる地域や協同組合といっ

た部分的共同体を形成することの必要性を主張

している10）。ここにおいてゲーム理論は、

個々人がアソシエーション的結合によって社会

主義を形成するためのプロセスを説明する、ま

さに現代的社会契約論そのものとなっている。

　さらにこうした傾向をいっそう極端なかたち

で推し進めたものがスタイナー（Steiner，　H．，）

に代表される左翼自己所有権論であろう。スタ

イナーは、なによりロック＝ノージッタになら

い個々人が自己の生命と身体に対して無条件の

「自己所有権（self－ownership）」をもっこと

を絶対的出発点とし、あくまでもその不可侵性

を前提としたうえで平等な社会主義の可能性を

追求しようとする。スタイナーはまず、所有権

の対象を、土地・不動産など譲渡可能な生産手

段としての「外的資産」と、才能・選好など個

人の人格に内属的で譲渡不可能な生産的資産で

ある「内的資産」とに分ける。そして内的資産

については自葛所有権の結果としての絶対性を

認め、外的資産にかんしてのみ、個々人の人生

の最初期に平等主義的に配分するというシステ

ムを提案する。しかしこの外的資産も、その初

期平等配分以降は、内的資産に対する自己所有

権テーゼにもとづいて個人の完全に自由な運用

に任されるべきであり、国家権力が再配分政策

によって干渉することは許されない。したがっ

て、その後に発生するあらゆる不平等は、個人

の才能や選好など自己所有権に由来する自己責

任の問題とされ、いっさい不問に付され放任さ

れる11）ことにもなる。

　こうした社会主義のもつ自由主義的側面の徹

底が、同じ分析派マルクス主義に属するコーエ

ンらによって「左翼リバータリアニズム1と椰

楡され批判されたゆえんであろう。

　このような分析派マルクス主義における自由

（9）この点については、青木；2000年、264－270頁を参

照されたい。

（10）Taylor；1987．（邦訳；1995年）を参照。

（11）Steiner；1977，　pp．41－49．こうした資産の平等理

論の倫理学的検討として、松井；1995年a、91－122頁。

高増・松井編；1999年、第7章などを参照。
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主義イデオロギーへの傾斜は、マクファーソン

（Macpherson，　C．B．，）のいわゆる所有的個人

主義に端を発するリベラリズムの再生論に多く

を負っているといわれる。すなわち20世紀末、

西欧型のケインズ主義的福祉国家と東欧型の

レーニン主義的国権社会主義がともに正統性の

危機を迎えるなかで、社会主義理論も、官僚制

権力の肥大化とパターナリズムに依存した計画

経済モデルを脱却し、個人の自由な自己決定と

自己反省・自立を基礎とした「自由社会主義」

モデルに転換することを余儀なくされた。分析

派マルクス主義学派はこれを歴史の事実として

承認し、方法論のみならず社会主義論において

もリベラリズムへの接近とその摂取を図ってい

く。彼らにとって社会主義の意義とは、個人の

自由や権利という価値を普遍的なものと認め、

しかもこの前提すなわち彼らのいう「初期条

件」を一部の階級のものでなくあらゆる人々に

平等に保障しなければならないとする点で、ま

さに自然法的リベラリズムの現代的展開12）そ

のものであるといわねばならないのである。

（2）平等派リベラル型の社会主義論

　こうして分析派マルクス主義は、資本主義に

おける合理的で利己的な個人というリベラリズ

ムの前提を継承しつつ、しかもこうした主体が

どのようにして各人の自由な自己実現を保障す

る共同社会を構築するのかという、社会契約論

と同一のパラダイムにおいて社会主義の課題を

解明せざるをえないことになる。しかもコーエ

ンらは、たんにリバータリアン流の自由社会主

義ではなく、社会主義において平等に配分され

るべき資産とは何か、平等な自由とはいかなる

ものかという難問に出くわし、あらためてりベ

ラリズムの平等主義的倫理や正義論の側面をマ

ルクス主義的に精緻化することが課題とならざ

るをえない。

　すでに現代リベラリズムにおいては、それ以

前の全体効用の最大化を目的とする功利主義的

平等観を批判して、自由な主体を前提としっっ

公正な分配を追求する、社会契約論をふまえた

平等主義的リベラルの社会哲学が豊富に蓄積さ

れている。別稿で検討したように13）、たとえ

ばロールズ（Rawls，　J．，）は、社会的基本財の

配分についてたんに「平等な自由」にとどめず

「公正な機会均等原理」やさらには「格差原理」の

導入を主張したし、ドウォーキン（Dworkin，

R．，）は、平等な配慮と尊敬の権利にもとづい

て「福祉の平等」とともに「資源の平等」を提

起していた。さらにセン（Sen，　A．　K．，）は、基

本財の平等にとどまらず内的資産としての「人

間の基本的潜在能力そのものの平等」を説き、

ネーゲル（Nagel，Th．，）は、人間の能力の差異

自体を「多様性における平等」と捉えることを

提案していた。これらは善の選択をあくまで個

人の判断にゆだねるというリベラリズムのスタ

ンスを維持したうえで、これを保証する正義の

条件を可能なかぎり平等化しようとする試みで

あったといえる。

　分析派マルクス主義は、これらのりベラリズ

ムの潮流から平等のなかに個人の自立と自由を

位置づける平等主義的リベラルの視点を継承し

つつ、たんに外的な資産の平等だけではなく自

己実現や意思決定の機会の平等を課題とするこ

（12）冨田・神谷編；1997年、52－87頁（松井執筆）。有

賀・伊藤・松井編；2000年、105－125頁（松井執筆）な

　どを参照。

（13）筆者は、青木：2000年、248－258頁において、こう

　したリベラリズムの自由・平等なアトム的人間観の

問題点を検討しているので、参照されたい。
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とでリベラリズムを内在的に乗り越えようとす

るのである。

　たとえばアーヌソン（Arneson，　R．　J．，）は

まず、m　・一ルズの「基本財の平等」論やド

ウォーキンの1資源の平等」論にはなお、個人

の選好形成は本人の制御が可能なのだからその

効用は自己の責任の範囲内にあるという暗黙の

前提があると批判する。彼によれば、能力や選

好の形成にさえも本人にはどうにもならない非

自発的な社会的・環境的要因が存在しており、

それゆえ能力や選好についても一定の補償の対

象と考えなければならない。同様にセンの「基

本的潜在能力の平等」論についても、本人の選

好を離れて必要な能力を判定することは一種の

パターナリズムであり、そもそも不可能なこと

であると批判している。

　こうしてアーヌソンは、平等の対象は効用か

資産か、平等の方法は直接的平等か機会の平等

かという自問を設定する。その結果、資産の平

等は有能者の奴隷化を避けられず、直接的平等

は本人の自発的選択をスポイルするというリベ

ラリズムの視点を承認し、これを受け継ぎつい

で独自の「効用の機i会の平等（equality　of

oppotunity　for　welfare）」論を提唱すること’

になる。すなわちそれは、完全情報のもとで十

分な配慮をもって利己的な選好が可能であると

いう条件においては、あらゆる人間が複数の選

択肢からなる決定樹に対して選択の期待値がす

べて等価で平等な決定権に直面しているべきで

あることを意味する。それゆえ、一度効用の機

会の平等が実現したら、その後の自発的選好に

もとつく効用の不平等は自己責任とみなされ補

償の対象にならない14）ことになるのである。

　これに対してコーエンは、アーヌソンによる

ロールズやドウォ・一一一・・キンに対する批判の正当性

をひとまず承認しつつも、その「効用の機会の

平等」論に対しては、配慮の対象がなぜ効用で

あり、対象への接近方法がなぜ機会に限られね

ばならないのかという疑問を呈する。そして自

らは、これに代わって1利益へのアクセスの平

等（equality　of　access　to　advantage）」論を提

唱する15）。コーエンは、利益という概念に

よって、本人の自発的選択によらない不利益を

ふせぐ効用と資源の双方を包括する領域を対象

とし、またアクセスという概念によって、機会

はあるが意思決定などの能力の欠如している

ケースをも平等の範囲に含め、「平等」概念の

いっそうの拡張を図っているといえよう。

　このように、アーヌソンやコーエンの社会主

義論においては、平等主義的倫理の役割がなに

よりも強調される。すなわち彼らのいう社会主

義とはまさに、資本主義における人間性の変化

を前提とせず、近代的自由と平等の理念を普遍

的なものと認めるというリベラリズムと同一の

前提から出発して、しかも「自己実現と福祉、

政治的影響力、および社会的地位への機会の平

等16）」という目標理念を長期的かつ漸次に拡

張発展させることによって実現される社会モデ

ルであると結論づけることができるであろう。

（3）リベラルな社会主義の政治・経済モデル

　それでは、方法論的には合理的個人主義、倫

理的にはリベラルな平等主義を標榜する分析派

マルクス主義は、具体的にどんな経済モデルを

構想することになるのであろうか。

　当然にもその目指す社会主義の経済モデルは、

（14）　Arneson　；　1989，　pp．　77－93．

（15）Cohen；1989，　pp．906－944．以上の論争について、

高増・松井；1999年、第7章。松井；1997年を参照。

（16）Roemer；1994，　cap．1，（邦訳、23頁。）
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いわゆる市場社会主義システムと呼ばれるもの

に帰着せざるをえない。これまでのマルクス主

義においては、市場経済は非効率的で人間疎外

と搾取によって階級関係を固定すると否定的に

評価され、それゆえ社会主義は、市場の廃絶を

メルクマールとして国家がゴスプランによって

計画的に経済を組織する面が強調されてきた。

これに対して、分析派マルクス主義は、逆に、

市場が人間の身体の自由と資産の所有権を保障

することを可能にする制度であることを積極的

に認め、あくまで市場経済の存在を前提として、

そのなかに平等の要素を拡大することをつうじ

て資本主義の弊害を社会的に制御する経済シス

テムを考案することになるのである。

　もちろん、ソ凹型社会主義のオルタナティヴ

としての市場社会主義システムといっても、実

際にはさまざまなモデルを構想することが可能

であろう。たとえばロ・・一マーはまず、これまで

の市場社会主義の発展過程を手際よく整理し、

社会主義のもとでも経済計算のために何らかの

価格形態の必要性を認めた第一段階、複雑な数

式体系を解析することで一般均衡価格の計算可

能性を追求できるとした第二段階、この計算の

ための膨大な情報収集や労力・時間を省くため

に現実の市場における試行錯誤を認めた第三段

階、そして現実に東欧やソ連のペレストロイカ

によって企業の自主責任が拡大した時期を第四

段階であると解説している。そして現存したす

べての国権的社会主義が瓦解したこんにち、も

はやこれまでのような企業に対する国有や国家

管理という前提をはずし、国家から完全に自立

した企業形態による第五段階の市場社会主義が

模索されねばならないというのである。

　ローマーはこの第五段階モデルを大きく三つ

に類型化して提案している17）。

　第一のものは、労働者自主管理型企業ないし

労働者協同組合モデルである。それは利潤の最

大化という市場原理よりもむしろ従業員の雇用

の維持を重視するが、銀：行からの融資や資本市

場におけるエクイティ・ファイナンスによって、

たえず企業実績に対して市場からのモニターと

チェックをうけることになる。

　第二のものは、利潤の最大化を求めて市場で

競争する経営者管理型企業を認め、なおかつ所

得と資産の機会の平等化を図ろうとするモデル

である。それは諸企業を私企業グループに再編

して集団内のメインバンクのモニターによって

競争的に市場効率性を活性化するが、問題はそ

のもとでどのようにして生産手段の不平等な所

有関係にもとつく　「階級・搾取の対応原理fを

廃絶し、社会主義的な所得配分の機会の平等化

を達成するかにある。ローマーは、そのための

方法として株式会社制度を積極的に活用するこ

とを提案する。すなわち、すべての成人国民に

平等に株式購入のみに使用できるクーポンを配

布して資本市場を形成し、利潤分配の機会の平

等化と銀行による企業公立のモニターを同時に

実現する。このクーポンで購入した株式は企業

の収益に応じた配当を得られるが、’それは現金

への換金や相続ができないので保有者の死後は

公庫に還流する。こうして「クーポン社会主

義」は、制度上私有制を維持しつつ実質的に生

産手段の公有制と所得配分機会の平等を達成す

るものたりうるという。ローマーはこの類型に

最も大きな期待を抱いているようである。

　第三のものは、企業の私的所有権はほぼその

まま維持しっっ、労働組合や市民団体の政治的

（17）Roemer；1994，　cap．4－9．（邦訳、42－108頁．）この

紹介として伊藤・野口・横川編、1996年、311－314頁。

高増・松井編；1999年、第9章（佐藤隆執筆）などが

参考になる。
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影響力の行使によって実質的に所有権を無力化

するアソシエーション民主主義モデルである。

それは法制度的に、株式会社の取締役の構成比

を雇用労働者、資産保有者、消費者市民の代表

によって平等に構成されるものに改めたり、資

本の海外移動などを規制したりすることで、企

業の所有と経営の分離を拡大して漸次的に経済

的平等を達成していく。すなわち旧来の社会民

主主義をりベラルに徹底することによって、長

期的・実質的に公有化を図るものといえる。

　そのほか分析派マルクス主義による市場社会

主義論の構想には、ヴァン・パレース（Van

Parijes，　P．，）の「基本所得資本主義18）」を

含めることも可能であろう。ヴァン・パレース

は、マルクスの労働に応じた分配という社会主

義のメルクマールを批判して、基本所得

（basic　income）は資力調査や労働要件の制限

なしにあらゆる個人に無条件に平等に支給され

るべきことを主張し、その漸進的な増大を通じ

て、諸個人の非営利的でエコロジカルな行動へ

の合理的選択が拡大することを予想し、この資

本主義が市場社会主義に接近することを説いて

いる。

　もちろんこうした社会主義モデルを実際に実

現しようとすれば、なにより国家論と政治学が

重要となろう。分析派マルクス主義のなかには、

プシェヴォスキ（Przeworski，　A．，）の政治学

のように「資本主義デモクラシー」を労働・資

本・国家の三者間の合理的選択ゲームによる階

級妥協として実証科学化しようとする試みも存

在しないわけではないが、残念ながらこれを除

けば、いまだ規範理論的な国家論としては見る

べき具体的成果がないといえる。

（18）Van　Parijes；1992，p．3－43．これにつbて高増・

松井編、1999年、第7章参照。

　しかしこの学派が、ソ連型の集権国家と社会

民主主義による福祉国家の双方に共通する国家

権力の肥大化に対する批判をひとつの共通認識

としていることから、その採るべき戦略はおの

ずと明らかになろう。それはコーエン（Cohen，

J．，）やロジャース（Rogers，　J．，）が提唱する

ように、　「アソシエーション民主主義19）」に

よって国家権力を漸次的に無力化していく方向

であるように思われる。すなわちあくまでも

個々人の選好と合意にもとづいて、市場のなか

に非営利的なボランティア団体や協同組合を自

発的に形成し、保健・教育・医療などの機能や

公共的目的にかかわる事項を、国家から自立し

自己統治するこの民主的アソシエーションに可

能なかぎり委譲し分権化していく方向である。

　もっともコーエン自身が認めるように、アソ

シエーションは、内部のメンバーの不安定と不

平等、外部に対する排他的競争主義という一定

の弊害をともなうことも否定できない。彼らは

長期的には、アソシエーションの相互連携と国

際化によってこの限界を克服する開放的かつ民

主的でグローバルな市場社会主義の可能性を、

きわめてオプティミスティックに説いてはいる。

だが最も根本的な問題として、加入・離脱の自

由な個人の恣意による合意が、なぜ取り替えが

可能な偶発的サークルではなく倫理的で共同体

的な“社会”を形成しうるのかは、それによっ

てはけっきょく説明できないままである。それ

は、まさにリベラルな社会契約論の仮想物語で

あり、ある種の左翼リバータリアニズムないし

アナルコ・キャピタリズムとの共通性をそこに

見いだすのは避けられないように思われる。

（19）　Cohen，　Rogers；1995．
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（4）分析派マルクス主義のどこがマルクス的

　　か

　それでは、こうした分析派マルクス主義の

「社会主義」論が、いわゆる平等主義的リベラ

リズムでなく、なおマルクス主義的社会主義で

あると見なしうる理由はどこにあるのだろうか。

　先にみたようにロールズの「公正な機会均等

原理」やドウォーキンの「資源の平等」あるい

はセンの「基本的潜在能力の平等」と、アーヌ

ソンの「効用の機会の平等」やコV－L一一Lエンの「利

益のアクセスへの平等」との間にある差異はそ

れほど大きくはなかった。それらはけっきょく、

「自然状態」　「原初状態」ないしは「初期条

件」と呼ばれるスタート・ラインにおける「機

会の平等」モデルの想定の仕方が異なるにすぎ

ない。こうした初期条件を実験的・人為的制度

として設定したのち、その後の個々人の行動を

原則的に市場の競争にゆだねる点についてはほ

とんど共通するといってよいだろう。じじつ

n・一一マー自身も、ロールズらが伝統的マルクス

主義者よりもはるかに活発に功利主義批判を展

開していることを認めており、こんにち分析派

マルクス主義と平等主義的リベラルとを分かつ

決定的な違いはなくなり、両者の境界線は曖昧

であると率直に告白している。

　またローマーの説く三類型の市場社会主義モ

デル、とりわけ彼がポジティヴに展開する経営

者管理型企業モデルにしても、あくまで競争的

市場における利潤動機による人間の選好は固定

的に不変のものと理解したうえで、たとえば、

その前提となるクーポンによる株式ポートフォ

リオの配分機会の平等的変更をもって「社会主

義」と称しているにすぎない。このことはヴァ

ン・パレースの「基本所得」論にも当てはまる

だろう。いずれも機会の平等を前提としたうえ

で利己的個人の競争を認めるというシェーマは

同一である。それゆえ、その到達点であるアソ

シエーション民主主義なるものも、そのような

市場的個人を同定したうえで、各人が私的便益

を最大化する手段として任意に参加する「道具

的共同体」の追求にとどまらざるをえないこと

になる。

　こうして分析派マルクス主義は、自らの理論

がリベラリズムではなく“マルクス主義”であ

る積極的根拠をついに明らかにできない。強い

ていえば、市場社会主義ないしアソシエーショ

ンにおいて経済実質的に生産手段や外的資産の

公有化と同じ効果が達成されるとする点、そし

て長期的なスパンでみた場合、こうした社会主

義モデルの発展による社会環境の変化をつうじ

て個人の欲求形成や選好そして人間性自体が漸

次的に変化していくとする点20）に、わずかに

マルクス主義の面影を見いだすしかないようで

ある。それはまさに、常識的な唯物史観におけ

る「生産力の発展が生産関係を変化させる」そ

してまた「経済的土台が人間の社会的意識諸形

態を規定する」というア・プリオリなドグマそ

のものである。しかし、この学派の依拠する論

理実証主義による帰納的論理体系やミクロ理論

による利己的個人の仮説からは、このどちらの

ドグマもまったく証明不可能であることは言う

までもない。したがって彼らの理論をなお“マ

ルクス主義”と呼びうるとすれば、それはけっ

きょく、彼らがその「厳密な分析理論」とは独

立に、個人的にこのようなドグマを信仰してい

るという各人の私的信条告白にその根拠を求め

る以外になさそうである。

　この学派が、分析哲学や新古典派経済学、

（20）この点について、高増・松井編、1999年、第10章（

松井執筆）などを参照。
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ゲーム理論といった道具立ての斬新さにもかか

わらず、かつての構造改革派や市民社会派そし

てレギュラシオン学派などと同様にりベラル左

派のひとつの現代的ヴァリエーションにとどま

らさるをえ．ないゆえんであろり。

3．日本型の分析派マルクス主義

　以上の検討をふまえて、最後に日本における

分析派マルクス主義の動向について若干の考察

をしてみたい。

　分析派マルクス主義の理論内容や特徴につい

ては、すでに我が国でも松井暁や高増明らの精

力的な翻訳と紹介21）によって一般によく知ら

れるところとなっており、これにかんする詳細

な分析や研究がしだいに進展し蓄積されっっあ

る。もっとも我が国において、この学派の発展

ないし継承と称しうるような独自の研究はいま

だ見られない。しかしながら、方法論的スタン

スにおいてこの学派と非常に近似した、我が国

固有のユニークな理論体系がすでに存在してい

ることは指摘しておいてよいだろう。すなわち、

ともに宇野弘蔵の理論体系をルーツとする山口

重克の経済学原理論と柄谷行人のコミュニズム

論である。

　次に、これらについて若干の検討を試みるこ

とにする。

（1）山子重克の行動論的アプローチ

　山口重克はまず、マルクスの『資本論』体系

のなかに事実上あい異なる二つの人間観が混在

（21）分析派マルクス主義の最も網羅的な紹介として、

高増；1995年a。高増；1995年b。松井；1995年b。松井

　；1995年。、1996年、1997年。なお松井；1997年。の末尾

　にこの学派の研究・紹介文献の詳細なリストが付い

ており、非常に有用である。

していることに疑問を呈する。すなわちマルク

スは、一方で人間を「経済的諸範疇の人格化」

として扱い、他方でこれを「積極的能動的な行

動の主体」として登場させている。この点にか

んしては宇野弘蔵の『経済原論』についても同

様であるという。山口は、これをマルクスや宇

野における方法論的混乱であり相互にあい容れ

ないものであると指摘して、最終的に前者を否

定し、後者に一元化してマルクスおよび宇野の

理論の意義を徹底すべきことを提案する22）。

すなわち経済学の原理論は、なにより当事者で

ある商品所有者の意識と行動に即して展開すべ

きであるということになり、その資本主義経済

の分析は、個別主体がそれぞれ個別的な利益を

追求する行動が結果として新たな経済的関係を

形成するプロセスをたどることが課題とされる

ことになる。

　これによって山口は、結果的に、マルクス経

済学における「ミクロ的基礎」づけを志向する

ことになったといえよう。それはまさに、分析

派マルクス主義と共通する方法論的個人主義に

よってマルクス理論を再構成しようという企て

である。

　もっともこれだけなら、山口は新古典派的な

「利己心にもとづいて商品経済的利益の最大化

を行動原則とする」ホモ・エコノミクスをマル

クス理論のなかに登場させただけであり、マル

クス経済学の新古典派化を志向するローマーら

の試みの一ヴァリエーションにすぎないといえ

るかもしれない。山口理論の積極的意義は、こ

うした能動的人間を、あらかじめ合理的最適行

動を選択する新古典派的主体としてでなく、む

しろ、　「流通世界についての種々の情報の入手

（22）山口；1987年、10－15頁を参照。
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量、その分析、判断の仕方が個別的に相違し、

したがって将来についての予測・期待も個別的

に相違する」不確定で不均質性を内包したバラ

ツキのある行動の主体として設定した点であろ

っ。すなわちそ7れは、二百興脈ミクロ埋論のよ

うな財の所有者が具体的市場プロセスを媒介と

せずそのまま直戴に達成する過不足のない一般

均衡モデルではなく、当事者が不完全で不均質

な情報にもとづいてたえず試行錯誤するプロセ

スを視野に入れた市場モデルであるといわれる。

換言すれば、　「市場経済の無政府性・不確定

性」を念頭に置いた資本主義甲を原理的に構築

したことにその特色があるとされる。

　こうした山口の方法的特徴は、その価値形態

論における貨幣の形成理論にもっとも端的にあ

らわれるといえよう。それはまず「簡単な価値

形態」を当事者である“商品所有者”の主観的

欲望の表現形態として考察し、その欲望の多様

化と変化に即応して「拡大された価値形態」を

展開するものである。しかしもちろん、こうし

た偶然で不確定な主体の欲望表現行動がいくら

拡大しても、そこから貨幣の分化・発生が生じ

ることはありえない。そこで、これと平行して

他の複数の主体による価値表現行動を明示的に

導入する。ここでも山口は、あくまで個別主体

の立場に立ち、彼が周囲の世界をぐるつと見回

して、他の主体の行動ないしその情報を参考に

しながら自己の行動を決定するという観点を積

極的に導入するのである。すなわち商品所有者

は、他の比較的多数の人間が共通に交換を志向

する商品の存在を知ることによって、自分はそ

れを直接には欲しないにもかかわらずこの商品

への交換に自己の行動を同一化しようと志向す

る。こうして比較的多数の商品所有者の欲望対

象である商品は、あらゆる商品所有者から間接

的に欲求せられる商品となるというのである。

こうした人間主体の意識と行動こそがまさに

「一般的等価物」としての貨幣を形成していく

根拠である23）とされることになる。

　われわれは、これと近似した論理展開がマル

クスや宇野理論ではなく、まったく別の文脈に

おいてすでに存在したことに容易に気づくであ

ろう。それはまさに、人間主体の行動を他者に

対する応答行動として展開するゲーム理論その

ものである。すなわち、あるプレイヤ・一・一・“が他の

比較的多数の確実な選択行動の情報を見越して、

みずからの選択行動を変えることでナッシュ均

衡を得ようとするいわゆる「保証ゲーム」がこ

れにあたる。それはまた、不完全情報のなかに

被投された主体が、試行錯誤的に自己利益を追

求する無限反復ゲームの過程で結果として最適

化の戦略パタ・一一一一ンを形成していくゲームとも類

似している。この意味で山口の経済理論は、

ローマーの合理的選択理論にもとつく新古典派

型マルクス主義をいっそう精緻化し、エルス

ターらのゲーム理論型の分析派マルクス主義に

接近するものであったということができよう。

　じっさい山口は、この当事者による行動選択

の視点を首尾一貫させてマルクス経済学体系全

体の全面的な再編に向かっていく。山口によれ

ば、マルクスの『資本論』は、第一巻の商品・

貨幣・資本の流通論につづいて第二巻はいちお

う生産論として位置づけられてはいるが、この

なかに「資本の流通過程」が置かれ、資本の循

環・回転による流通期間や流通費用の問題まで

もがここで扱われている。また第三巻では、商

業信用・銀行信用および商業資本の問題が十分

整理されずに残り、最終的に物神性論という

（23）山口；1985年、17－31頁を参照。
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「資本の人格化」としてのイデオロギー的「主

体」の定立によって全体系が総括されていると

批判される。

　これに対し山口はまず、『資本論』第一巻全

体を商品所有者・貨幣所有者・資本家という人

間の行動論として再構成する。次いで第二巻で

提起される資本の循環・回転における流通期間

と費用の問題を人間の行動の不確定性を具体化

するものとして理解し、これを第一巻の資本家

の行動論へと移すことを提案する。そして第三

巻の商業信用・銀行信用論は、流通期間や流通

費用の変動に対応するための変動準備金の不確

定性を行動の動機として、これをできるだけ削

減しようとする資本家の行動論の視点から再構

成される。すなわち、産業資本家の利潤追求行

動にとって障害となる遊休貨幣資本としての流

通費用の節約行動にもとづいて、その機構の形

成が展開されるのである。また商業資本論につ

いても、産業資本家が流通過程の不確定性を動

機として流通費用や変動準備金など遊休資金を

できるだけ節約しようとする行動にもとづいて

分化・発生する機構のひとつとして整理しなお

され、人間主体の行動による一般的利潤率の形

成機構に含まれるものとして、原理論全体を一

元的ロジックにまとめあげることになるのであ

る。

　こうして、宇野『経済原論』にみられた「それ

自身利子を生むものとしての資本」という資本

主義の物神性による総括が全面的に否定され、

産業資本家の利潤率競争という行動動機にもと

づいて商業資本と銀行信用、さらには資本市場

までもが現実的機構として展開可能とされる24）

ことになる。この結果、『資本論』第三巻はマ

ル．Nスの「資本主義的生産の総過程」あるいは

宇野のいわゆる「分配論」としてでなく、当事

者主体の行動の意図せざる結果として景気循環

が生じる「競争論」という機構論によって締め

括られる。まさに山口の原理論体系は、人間主

体の行動論的アプローチによって機構（システ

ヤ　ヘ　　ハゐオドにヘロ　でロ　ネ　　ヘムハ　　ムよヤプ　　レ　ロ　けし　　ハふぬ　らハ

ムノの漏朕週性乞1巨怜駅一90叩蛎．巴介uノ土観閏

構成プロセスであったといえよう。

　したがってそこには、マルクス理論にとって

最も重要な成果である、あくまで社会的協働連

関を主語としその構造的累積がそれ自体一っの

自存的主体として轄倒して現れることに対する

物神性論的視点、いいかえれば市場という関係

構造によって近代的主体の存立構造を解明する

「人間」批判の視点がすっぽり抜け落ちている

と言わざるをえない。すなわち山口においては、

マルクスにみられた資本主義という特殊で特異

な関係から出発し「人間」ないし「主体」の構

造制約性と存在被拘束性を暴露するという“経

済学批判”の課題は全面的に排除される。その

原理論は最終的に、あくまで商品経済的合理性

を欲望し追求し選好する人間を前提とし、その

行動を要素的な単位とする「方法論的個人主

義」によって資本主義の機構の均衡論的な編成

過程を記述するものとならざるをえない。それ

は、好意的に解しても初期マルクス流の主体的

人間行動の疎外による自己膠着としての社会形

成論であり、現代的にいえばミクロ理論さらに

はゲーム理論による市場編成プロセスのテキス

トになってしまったと結論できるであろう。こ

の意味において山口理論は、ローマー式の分析

派マルクス主義すなわち「合理的選択マルクス

（24）山口；1983年、4、5章を参照。こうした宇野『経

済原論』を市場機構論へときれいに“純化”する試

みが、宇野理論がほんらい持っていたラディカルな

含蓄を消去し、その社会思想史的な魅力と可能性を

全体として喪失させてしまう結果となってしまうこ

　とは否めないであろう。
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主義」を日本型に“精緻”化したものと言いう

るである。

　なお、山口自身の名誉のために付言しておけ

ば、こうした方法論が彼の理解するマルクス理

論のすべてであったわけではもちろんない。山

口は、こうした方法論の適用を、あくまで資本

主義分析のしかも原理論領域に限定するという

ストイシズムを厳格に貫いている。そして類型

論としての段階論以降においては、こうした近

代的主体の行動と異なる非市場的行動との混成

理論の形成が予定されていることを付け加えて

おかねばならない。

　しかしながら、山口個人にみられだこうした

自己限定性が仮にいったん解除されたならば、

その方法論的個人主義は倫理的個人主義によっ

てあるべき社会制度を構想する、なし崩し的で

オプティミスティックな展望へと向かわざるを

えないだろう。じっさい山口の薫陶をうけたよ

り若い世代では、こうした傾向は容易に見て取

れるところである。たとえば須藤修が提唱する

「複合的ネットワーク社会」論や、松尾秀雄の

説く市場と共同体の差異なき「相互補完的ビヘ

イヴィア」輪、そして植村高久のいう宇野理論

のメンガー的転換にもとつぐ「人間の欲望充足

行動による制度形成」論などはさしずめその典

型であろう。さらに新田滋らは、山口理論を初

期マルクスの疎外論の再評価に結びつけてリベ

ラルな人間主体概念の復権を提起する25）こと

にもなる。それはまさに、J．ロックによる自

己所有権の主体モデルを出発点として理性的社

会状態の形成を説く社会契約論に代わる、Th．

ホッブズ流の利己的・不確定的な人間を前提と

（25）たとえば須藤；1995年、序章。松尾；1999年、序章。

植村；1997年第2章。新田；1998年第5章1節など
がこのひとつの典型であろう。

する「万人の万人に対する闘争」を介した社会

契約論の現代的再現であったと言いうるかもし

れない。

　そして、柄谷行人らによるコミュニズムの現

代的再生論は、まさに価値形態論をこうした

ホッブズ的自然状態の社会理論として読み込む

ところがら開始されるのである。

（2）柄谷行人の可能なるコミュニズム

　周知のように柄谷は、初期の主著『マルクス

その可能性の中心』において、正当にも、『資

本論』とくにその商品における物神性論を言語

論とのアナロジーにおいて解読すべきであると

主張していた。すなわち商品のフェティシズム

とは、物の自然形態としての対象物が「価値形

態」を孕んでいるという事態であるとして、こ

れは言語をはじめとするあらゆる記号に当ては

まることであるという。そこでは、F．ド・ソ

シュ・一一ルが空気の振動をフォノロジーの対象と

して除外したのと同様に、マルクスにおいては

まずなにより、先験的意味としての内在的価値

なるものが否定されていると理解されるのであ

る。

　ソシュールが言語を「意味されるもの

（signifi6概念）」と「意味するもの

（signifiant音韻）」の差異的で恣意的な関

係体系のなかでのみ捉えたように、商品の相対

的価値形態と等価形態は、相互に依存しあい交

互に条件づけあう分離不可能な契機であり、か

つ同時に相互に排除しあいまた対立しあう不安

定な単項としてある。すなわち商品の価値形態

はこうした両項をもつ関係として、まさに記号

（シーニュ）そのものとして理解されていると

いってよい。ここで柄谷はソシュールに始まる

構造主義的思考の最良の成果を摂取して、価値
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実体に代わって価値形態を、主体に代わって関

係を第一次的なものとみなし、それゆえ資本主

義市場の考察においても、制度をつくりあげた

主体としての個人を中心に据える「人間中心主

義」を明瞭に批判することができたといえる。

資本主義は人間行動の総和としてでなく、構成

要素間の諸々の差異関係から成り立つ総体、す

なわち「中心（主体）のない関係の体系」とし

て捉えられる26）ことになる。しかも柄谷は、

商品に中心のない差異の関係を見いだすにとど

まらず、そこになぜ関係の戯れを解消し、超越

論的な価値を付与する貨幣という中心が生じる

のかという問題を提起する。こうした貨幣の形

而上学批判は、価値実体に先行して独自の価値

形態論を構想した宇野価値論の理解として、当

時としては斬新かっ画期的な視点を提示するも

のであったと評価しうるであろう。

　しかしながらその後、柄谷は『トランスクリ

ティーク』を執筆する過程で大きな思想的転回

を示すことになる。

　すなわち、それまでのソシュール型の構造制

約的な人間学を放棄して、　「他者をたんに手段

としてのみならず同時に目的として扱え」とい

うカントの定言命法に依拠した超越論的な主体

の評価へと大きく転換するのである。周知のよ

うにカントの『実践理性批判』は、理論理性的

な必然性によって証明不可能な「理性の事実」

において自己原因的で自発的・主体的な人間の

実践的自由の優位を承認するものであり、そこ

では、自由とは「自由であれ」と自己に命令す

る定言命法的な倫理的義務であると了解される。

（26）柄谷；1978年、25－42頁を参照。なお、そこにおけ

　るソシュール『一般言語学講義』とマルクス『資本

論』の関係について、柄谷・丸山、1983年。柄谷・

岩井・浅田；1983年も参照のこと。

柄谷によれば、マルクスのコミュニズムは決し

て経済的基盤の問題としてあるのではなく、な

によりもこうしたカント的な倫理課題の追求と

して理解されなければならない27）。このカン

ト的な主体性倫理を欠いたコミュニズムの典型

が、ソ連型の官僚制独裁による国権的社会主義

であり、また市場経済の矛盾を国家が再分配に

よって事後的に調整する社会民主主義であった。

したがっていま真に必要なコミュニズムは、国

権的社会主義と社会民主主義をともに克服する

「倫理的個人主義」にもとつくものでなければ

ならないということになる。それはまさに分析

派マルクス主義と共通するスタンスであり問題

意識であったといえよう。

　さて柄谷は、こうした倫理的社会主義を「可

能なるコミュニズム」と呼び、このモデルを生

産者＝消費者協同組合としてのアソシエーショ

ニズムに求めることになる。

　柄谷は中期の作品『探究1』において、この

課題を、先の山口重克などとあい通じる“商品

所有者”を主体とする資本主義の理解から導き

出そうとしていた。すなわち『資本論』の価値

形態論は、売り手と買い手の非対称的な相互行

為によって人間が他者との間にとり結ぶ社会契

約論的な自然状態として理解される。彼によれ

ば、主体としての商品所有者（売り手）の眼前

には商品から貨幣への「命懸けの飛躍」という

不連続的な溝が横たわっている。信用とは、ま

だ売れていない商品を売れたことにする暗黙の

合意であり、それによって販売の危うさを回避

し、“決済”を未来に先送りする幻想の体系に

（27）柄谷；2000年aを参照。なお、宇野の社会主義論を

　こうしたカント的主体性と結びつけて理解する構想

　は、かつて鎌倉；1984年、320頁などでも提示されて
いる。

（28）柄谷；1986年102－122頁を参照。
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ほかならない。そしてこの信用という危うい合

意の崩壊をもたらすのが、まさに「恐慌」の意

味する資本主義批判にほかならない28）という

のである。

　しかしながらこうした「命懸けの飛躍」の困，

難が、そのまま柄谷のいうような資本主義に対

する根源的批判たりうるかといえば、残念なが

らそうとは言えないだろう。このことは、柄谷

の信用論に欠落していた資本主義の蓄積と再生

産の視点をくわえれば、ただちに明白になる。

それは先に山口が結論したように、好況一恐慌

一跨況一好況という景気循環をともなう機構論

としての「競争論」システムに帰着するだけで

ある。すなわち商品所有者を前提とした社会契

約論の展開からは、資本主義市場経済を肯定す

ることは可能であっても、けっきょくこれに対

する倫理的批判を導き出すことはできないこと

になる。

　そこで柄谷は『トランスクリティーク』の執

筆過程において、今度は逆に貨幣所有者（買い

手）を主体として設定しなおし資本主義に対す

る倫理的批判を試みることになる。

　すなわち“商品所有者”は「命懸けの飛躍」

を経なければ貨幣を所有できないが、“貨幣所

有者”は、初めからつねにあらゆる商品に対し

て直接的交換可能性をもつ積極的能動的な行動

主体としてある。柄谷によれば、このことはそ

のまま労働力という商品にも該当する。資本家

と労働者の関係は、資本と労働力の売買関係で

あり、さかのぼれば貨幣と商品の価値形態とい

う関係そのものである。それゆえ労働者は労働

力の売り手としては資本に対して受動的立場に

あるが、労働力を購買して商品を生産する資本

家は今度は労働者に対してその生産物を売る側

に回らなければならない。ここでは労働者は貨

幣所有者として買い手の立場にある。すなわち、

消費者としての労働者は資本家に対して優位に

立ち、この流通の場でのみ労働者は能動的主体

となることができるというのである。

　柄谷は、ここに資本主義が労働力の商品化に

もとづいて成立することの意味を見いだす。す

なわち労働力の商品化とは、労働者を雇用して

働かせることだけを意味しない。それは、労働

者が生産した製品を労働者が買うことによって

剰余価値が獲得されることに重要な意義がある。

したがって資本の蓄積は、生産過程においてだ

けでなく流通過程をつうじてこそ実現される。

マルクスの理論はまさに、利潤の根拠を生産過

程のみに見いだす古典派に対する批判のうえに

成立したというのである。それゆえ柄谷は、資

本主義への対抗運動の場を生産過程から流通過

程にシフトするべきことを提案する。資本主義

を変革する運動は、こうした流通過程における

「買い手」としての主体の社会運動、すなわち

消費者としての労働者の倫理的運動として行わ

れるほかはないことになる。コミュニズムとは、

共同体を離脱した「単独者」すなわち「個人的

所有者」の形成する消費者＝生産者としての協

同組合であり、それはまさにマルクスのいう

「自由で平等な生産者たちのアソシエーショ

ン」であるほかない29）と結論されることにな

るのである。

　なるほどそれは旧来のマルクス主義が共有し

ていた生産過程における階級闘争主義のドグマ

を克服し、いっけん現実の資本主義に対して有

（29）柄谷行人；2000年b。なお、マルクスの「買う立

場」とカント的な「超越論的主体」とを結びつける

柄谷のロジックの危うさについては、同書の第五章

で、口」城むつみ「生産協同組合と価値形態」までも

が指摘しているところである。

一42一



分析派マルクス主義の批判的検討

効な実現可能性のある戦略であるようにみえる。

この意味で、文字どおり「可能なるコミュニズ

ム」と言えるかもしれない。

　しかし注意すべきは、こうしたコミュニズム

論が資本主義的な流通過程の存在を普遍的なも

のとみなし、それゆえ、商品の価値形態から構i

成される市場的に合理的な行動主体としての

「人間」を、来たるべきコミュニズムなるもの

においてもそのまま前提としてしまっている点

であろう。いいかえれば、あらかじめ“貨幣所

有者”を世界の「中心」に据える資本主義のプ

nブレマティクが、そのコミュニズム論におい

てなんら変わらずに固定されているのである。

人間はそこでも、相変わらず利己的で自己利益

を最大化する貨幣所有者としての行動原理を維

持したままである。すなわち少なくとも論理的

展望においては、分析派マルクス主義と同様に

利己的・合理的個人から出発し、その合理的選

択行動をつうじて消費協同組合の組織化の可能

性なるものが説かれるにとどまるといえよう。

　柄谷のいう「個人的所有者」、カント的「単

独者」は、資本主義のなかに現存する「主体」

としての貨幣所有者と同義であり、その自覚的

に編成するアソシエーションなるものは、市場

的個人の他者に対する道具的利害にもとつくボ

ランタリーな戦略的手段を意味するほかはない。

それゆえ、柄谷自身も認めているように、この

ような協同組合は資本主義市場のなかで局所的

に成立するか、さもなければ自ら株式会社に移

行するか、あるいは資本との競争に敗れて崩壊

してしまうか、いずれかを選択するしかないこ

とにもなる。

　もっとも柄谷は、こうしたアソシエーション

の偏狭な限界を克服する方法として、生産＝消

費協同組合のトランスナショナルな展開、さら

には諸アソシエーションのグローバル・アソシ

エーションへの転換の方向性を主張する。しか

しこれもけっきょく、分析派マルクス主義者の

コーエンやロジャースたちが提起した開放的で

国際的な「アソシエーション民主主義」と同じ

限界をもつことは明らかであろう。それが左翼

リバータリアニズムや市場社会主義論を克服す

る具体的な展望にいたりえなかったことは、す

でに先に検討したとおりである。いまや、“商

品所有者”であれ“貨幣所有者”であれ超越論

的「主体」の行動をア・プリオリに前提とする

ロジックからは、市場経済的利害を超えた、換

言すれば商品の価値形態を超克する人間像と社

会的倫理はついに構成することができなかった

と結論せざるをえないのである。

おわりに

　われわれは、まず、英米の分析派マルクス主

義における唯物史観の実証主義的精密化の試み

および合理的選択理論やゲーム理論による資本

主義分析の豊富化の試みを検討し、次いでその

社会主義論におけるリベラリズム的主体との接

合の企てをサーヴェイしてきた。

　すなわち、コ・一・エンらの論理実証主義は、あ

くまで唯物史観のテーゼを前提としたうえで、

ひたすらその諸概念を言語的に精密化しあるい

は補強するレヴェルにとどまるものであった。

また、ローマーの搾取理論の数：理的基礎づけや

エルスターの階級意識のゲーム理論的根拠なる

ものも、唯物史観の搾取・階級理論の正当性を

無批判的に承認したうえで、これを、自己の利

益を優先し利己的に選好する「主体」の合理的

選択行動やあるいは他者に対する戦略的対応行

動によって説明しようとするものであった。
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　さらにこの学派の社会主義論は、利己的に選

好する「主体」を普遍的なものとみなし、そう

した固定的で同定された主体がどのようにして

自由で平等なアソシエーションを形成するのか

という、古典的社会契約論のリニューアル版で

しがなかった。それゆえア・一一一・一ヌソンやコーエン

の倫理的個人主義がロールズやドウォーキンら

の平等主義リベラルとほとんど差異がなく、

ローマーの市場社会主義モデルもけっきょく機

会の平等を前提とした利己的個人の競争という

リベラリズムのシェーマに帰着せざるをえな

かったのである。

　すなわち分析派マルクス主義には、ア・プリ

オリな「主体」を前提とし、その主観的で能動

的な行為こそがあらゆる社会関係を形成する根

拠であると見なす西欧マルクス主義の伝統が拭

いがたく纏わりついている。それはまたそのま

ま、資本主義市場経済を選択能力と最適行動を

備えた合理的個人から構成される自己調整シス

テムとみなす今日の新古典派やマネタリズムと

あい通ずる社会認識でもあったのである。

　われわれは最後に、我が国において、分析派

マルクス主義とまったく異なったルーツをもち

ながら、結果的にこれと酷似した理論体系に到

達したものとして、宇野経済学にもとつく山口

重克および柄谷行人の理論を検討した。そして

これらの理論が、分析派マルクス主義とその理

論展開の過程のみならずその限界をも共有する

ことを明らかにした。

　山口は、　“商品所有者”の欲望行動を出発点

にして資本主義の流通と競争の世界を編成する

ことを提唱し、事実上、宇野「原理論」をロー

マー流の合理的選択理論ないしはエルスター流

のゲーム理論に再編してしまった。それはまさ

に方法論的個人主義によるマルクス理論の再構

成であったといえる。そして柄谷は、“貨幣所

有者”としての労働者をカント的定言命法にも

とつく超越論的主体に祭りあげ、　「可能なるコ

ミュニズム」を自由な消費者のアソシエーショ

ンなるものに解消してしまった。それはまさに

アーヌソンやコーエンと同様の倫理的個人主義

によるマルクス理論の再構成であったといえよ

う。

　だがわれわれは、マルクスや宇野弘蔵の理論

には、決してこれらのような超越論的主体の行

動による社会の編成理論に一面化できない、も

うひとつの重要な側面があったと考える。すな

わちそこには、商品経済という「相互他人的な

社会関係」を主語として捉え、その構造連関と

しての資本主義によってホモ・エコノミクス的

　「主体」の成立根拠そのものを説明しようとす

る強靭なロジックが潜んでいた。それは、人間

主体の欲望・選好・行動・主観なるものを前提

とする論理でなく、反対に、この「主体」に対

する構造制約性と存在被拘束性を説き明かす論

理である。いいかえればそれは、分析派マルク

ス主義とはまったく逆に、近代的「人間」それ

自身のイデオロギー的轄倒性と歴史的特異性を

’暴露する論理なのである。

　それゆえわれわれは、分析派マルクス主義に

よるマルクス理解および山口や柄谷による宇野

理論の解釈を離れ、まったく別の視点から、あ

らためてマルクス；宇野理論の再構成に向かわ

ざるをえない。これが次の課題である30）

（30）筆者は、マルクス＝宇野の理論を、コミュニタリ

アニズムや構造主義と共通する社会哲学的意義をも

つものとして理解し再読しようと考えている。この

ための試論の一部を、青木；2000年、271－285頁にお

いて提起しているので、本稿と併せて参照いただけ
れば幸いである。
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